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10
月
か
ら
変
わ
り
ま
す

高
齢
者
の
医
療
費
自
己
負
担
　

増
加
し
続
け
る
医
療
費
を
抑
制
す
る
た
め
、
健
康
保
険
法
の
改
正
を

含
む
「
医
療
制
度
改
革
関
連
法
案
」
が
六
月
十
四
日
、
国
会
で
成
立
し

ま
し
た
。
十
月
一
日
か
ら
、
高
齢
者
や
長
期
入
院
患
者
、
高
額
な
医
療

を
受
け
る
人
な
ど
を
中
心
に
、
医
療
費
の
自
己
負
担
が
増
え
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
高
齢
者
の
皆
さ
ん
の
負
担
が
ど
う
な
る
の
か

コ
ッ
ポ
ち
ゃ
ん
に
説
明
し
て
も
ら
い
ま
し
ょ
う
。

■
問
い
合
わ
せ

健
康
長
寿
課
　
蕁
内
線
１
６
８
へ

コッポちゃん

（国保イメージ
キャラクター）

吉岡
よしおか

綾子
あやこ

さん

（66歳・雲浜一丁目）

河原
かわら

勲
いさお

さん

（74歳・雲浜一丁目）

７月12日、雲浜一丁目区福寿会の皆さんを対象に「出前講座」

が行われ、国保イメージキャラクターのコッポちゃんが「医療

制度改革など」をテーマに話しました。

コ
ッ
ポ
ち
ゃ

ん
、
先
日
国
会
で

「
医
療
制
度
改
革

関
連
法
案
」
と
い
う
の
が
成
立

し
た
ら
し
い
な
ぁ
。
わ
し
ら
が

お
医
者
さ
ん
に
か
か
る
と
き
の

自
己
負
担
が
変
わ
る
と
聞
い
た

ん
じ
ゃ
が
、
詳
し
く
教
え
て
く

れ
ん
か
？

河
原
さ
ん
、
吉

岡
さ
ん
、
お
久
し

ぶ
り
で
す
ね
。
お

元
気
そ
う
で
何
よ
り
で
す
。

そ
れ
で
は
現
行
の
制
度
の
説

明
を
し
た
あ
と
で
、
10
月
以
降

ど
の
よ
う
に
変
わ
る
の
か
を
お

話
し
ま
す
ね
。
ま
ず
は
お
二
人

の
生
年
月
日
を
教
え
て
く
だ
さ

い
。

わ
し
は
昭
和
６

年
生
ま
れ
の
74
歳

じ
ゃ
。

わ
た
し
は
昭
和

15
年
生
ま
れ
の
66

歳
で
す
。

74
歳
と
66
歳
で

す
か
…
。
現
行
の

制
度
は
、
75
歳
ま

で
段
階
的
に
移
行
す
る
た
め
次

の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

＊

昭
和
７
年
10
月
１
日
以
降
に

お
生
ま
れ
の
吉
岡
さ
ん
は
、
国

保
な
ど
加
入
し
て
い
る
医
療
保

険
で
お
医
者
さ
ん
に
か
か
っ
て

い
ま
す
よ
ね
。
自
己
負
担
の
割

合
は
三
割
（
70
歳
以
上
は
一
割
、

一
定
以
上
所
得
者
は
二
割
）
で
、

75
歳
に
な
っ
た
ら
「
老
人
医
療
」

に
変
わ
り
ま
す
。

河
原
さ
ん
の
よ
う
に
、
昭
和

７
年
９
月
30
日
以
前
に
生
ま
れ

た
人
、
お
よ
び
75
歳
（
一
定
の

障
害
が
あ
る
人
は
65
歳
）
以
上

の
人
は
「
老
人
医
療
」
で
お
医

者
さ
ん
に
か
か
っ
て
い
ま
す
よ

ね
。
自
己
負
担
の
割
合
は
一
割

（
一
定
以
上
所
得
者
は
二
割
）
に

な
っ
て
い
ま
す
。＊

今
回
の
法
改
正
で
、
10
月
か

ら
一
定
以
上
所
得
者
の
負
担
割

合
が
三
割
に
な
り
ま
す
。

平
成
20
年
４
月
か
ら
は
、
70

〜
74
歳
の
一
般
所
得
者
と
未
就

学
児
の
負
担
割
合
が
二
割
に
な

り
ま
す
。
詳
し
く
は
左
ペ
ー
ジ

の
【
図
１
】
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

一般所得者

一定以上所得者

一般所得者

一定以上所得者

３歳以上

３歳未満

未
就
学
児

小
学
生

〜
69
歳

70
〜
74
歳

75
歳
以
上

１割

全加入者

２割

２割

３割２割

１割

２割

３割

３割

２割

３割

平成20年４月10月現行

※一定以上所得者とは、平成17年中の夫婦世

帯年収が520万円以上の人を指します。一般所

得者には低所得者（Ⅰ・Ⅱ）を含んでいます。

※所得判定は、課税所得額（①145万円未満、

②145万円以上213万円未満、③213万円以上）

を基に行われます。

次
に
、
高
齢
者

の
皆
さ
ん
の
医
療

制
度
で
す
が
、
平

成
20
年
４
月
か
ら
は
現
在
の

「
老
人
保
健
制
度
」
に
代
わ
り
、

次
の
二
つ
の
制
度
に
再
編
さ
れ

ま
す
。

笊
「
前
期
高
齢
者
医
療
制
度
」

65
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
皆
さ

ん
が
国
保
な
ど
現
行
の
医
療
保

険
に
加
入
し
ま
す
。

笆
「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
」

75
歳
以
上
の
皆
さ
ん
が
加
入

し
ま
す
。

笆
の
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
っ
て

ど
ん
な
制
度
？

こ
れ
は
、
75
歳

以
上
の
皆
さ
ん
を

対
象
に
新
設
さ
れ

る
医
療
制
度
で
す
。

医
療
給
付
費
は
患
者
負
担
、

加
入
者
の
保
険
料
、
現
役
世
代

か
ら
の
支
援
や
公
費
で
賄
い
ま

す
。運

営
は
、
都
道
府
県
ご
と
に

全
市
町
村
が
加
入
し
て
設
立
さ

一
定
以
上
（
現
役
並
み
）
所
得
者
の
自
己
負
担
割
合
が
三
割
に

【図１】自己負担割合の変化

「
前
期
・
後
期
」
高
齢
者
医
療
制
度
が
発
足

れ
る
「
広
域
連
合
」
が
あ
た
り

ま
す
。
ス
タ
ー
ト
に
向
け
て
福

井
県
で
も
準
備
が
始
ま
っ
て
い

る
ん
で
す
よ
。
今
後
、
保
険
料

や
徴
収
方
法
な
ど
が
決
め
ら
れ

て
い
く
予
定
で
す
。

制
度
も
大
き
く

変
化
す
る
ん
だ
な

ぁ
。
わ
し
ら
も
適

度
な
運
動
、
食
生
活
に
気
を
つ

け
て
元
気
で
い
な
い
と
ね
。

お
二
人
さ
ん
、

今
度
の
改
正
に
つ

い
て
お
お
ま
か
に

説
明
し
ま
し
た
が
、
わ
か
っ
て

い
た
だ
け
ま
し
た
か
。

こ
の
ほ
か
、「
一
定
以
上
所
得

者
の
自
己
負
担
割
合
を
判
定
す

る
た
め
の
改
正
」「
高
額
療
養
費

の
改
正
」
な
ど
も
行
わ
れ
ま
す

が
、
詳
し
く
は
市
健
康
長
寿
課

へ
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

そ
れ
で
は
、
体
に
気
を
つ
け

て
暑
い
夏
を
乗
り
切
っ
て
く
だ

さ
い
ね
。

コ
ッ
ポ
ち
ゃ

ん
、
今
日
は
あ
り

が
と
ね
。

70歳未満の人は

●高額療養費の自己負担
限度額が変わります

70歳以上の人は

●一定以上所得がある人
の自己負担割合が変わ
ります
●高額療養費の自己負担
限度額が変わります
●療養病床に入院時の食
費・居住費の負担が変
わります
（2万4千円→食費4万2千円
＋居住費１万円）

そのほかにも

●出産育児一時金が変わ
ります
（30万円→35万円）
●70歳未満の人工透析を
要する上位所得者（年
間所得600万円以上）
の自己負担限度額が変
わります
（１万円→２万円）

10
月
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
な
り
ま
す

３回目まで ４回目以降

一　般
80,100円
＋①

44,400円

一定以上
所得者

150,000円
＋②

83,400円

住民税
非課税世帯

35,400円 24,600円

①＝（医療費－267,000円）×１％
②＝（医療費－500,000円）×１％
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公
有
地
を
売
却
し
ま
す

小
浜
市
と
小
浜
市
土
地
開
発
公
社
で
は
、
市
内
九
か
所
の
公
有
地
を
最
低

売
却
価
格
を
設
定
し
て
売
却
し
ま
す
。
購
入
を
希
望
さ
れ
る
方
（
法
人
可
）
は
、

期
間
内
に
入
札
を
し
て
く
だ
さ
い
。
最
低
売
却
価
格
以
上
の
最
高
価
格
入
札

者
が
落
札
者
と
な
り
ま
す
。

※
落
札
さ
れ
な
か
っ
た
物
件
は
、
競
争
入
札
に
よ
ら
ず
希
望
者
に
先
着
順
に
売
却
し
ま
す

【
入
札
期
間
】

８
月
７
日
贐
〜
17
日
賍

【
開
　
　
札
】

８
月
18
日
贔

９
時
〜
　
市
役
所
四
階
入
札
室
　

■
問
い
合
わ
せ
　
　
財
政
課
　
蕁
内
線
３
３
２
へ

区分 所在地 地目 面積 用途地域 建ぺい率／容積率 最低売却価格

笊
山王前二丁目
1102番1の一部

宅地 390㎡ 第一種低層住居専用地域 50／80 16,030,000円

笆
松ヶ崎二丁目
714番の一部

宅地 229.42㎡ 第一種低層住居専用地域 50／80 10,570,000円

笳
松ヶ崎二丁目
714番の一部

宅地 209.01㎡ 第一種低層住居専用地域 50／80 9,630,000円

笘
松ヶ崎一丁目
403番

宅地 219.32㎡
第一種低層住居専用地域

第一種住居地域

50／80

60／200
11,040,000円

笙
水取一丁目
302番2

宅地 138.42㎡ 第一種中高層住居専用地域 60／200 6,570,000円

笞 飛鳥41番2 宅地 623.27㎡ 第一種中高層住居専用地域 60／200 17,330,000円

笵
生守６号
15番・16番

雑種地 1,191㎡ 用途指定なし 60／200 39,930,000円

笨
遠敷74号17番2
ほか3筆

宅地 229.23㎡ 用途指定なし 60／200 7,060,000円

笶 遠敷49号1番1 宅地 2,695.13㎡ 用途指定なし 60／200 82,490,000円

【売却土地一覧表】

笊

笆笳

笘

笙

笞

笵

笨

笶

（仮称）水取
大橋→

国道162号

県立
大小
浜キ
ャン
パス
→

西津小学校

西津公民館

小浜税務署水取宿舎

リバービュー水取
ルミナス水取

北川

←
国
道
162号

青井第一公園

青井会館

国道27号

東小浜駅口交差点

若
狭
東
高
校→

←

東
小
浜
駅

サン・サンホーム小浜

東小浜駅

東小浜
職員住宅



【と　き】 10月７日贖～９日贇

【ところ】 食文化館前特設会場

はまかぜ通り　ほか

【内　容】 ホンダ・アシモと食育

地魚の七輪焼き

食談会

わくわく御食国キッチン

YOSAKOI祭り

はまかぜナイトフェア

御食国寄席　　ほか多数

食育・食文化の祭り推進室では、10月に向
けて着々と準備を進めています。多くの皆さ
んに楽しんでいただけるよう盛りだくさんの
企画を考えています。お楽しみに！

■問い合わせ 同推進室　蕁内線276へ

筐広報おばま 平成18 .８広報おばま 平成18 .８筺

ご

意

見

箱

●
市
で
は
、
個
人
情
報
の
開
示
に
つ

い
て
ど
の
よ
う
な
チ
ェ
ッ
ク
体
制
を

と
っ
て
い
る
の
か
。

▼
法
令
に
よ
り
住
民
に
公
開
す
る
こ

と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
住
民
基
本
台

帳
や
税
務
関
係
の
個
人
情
報
に
つ
い

て
は
、
国
が
定
め
る
事
務
要
領
に
基

づ
い
て
閲
覧
、
証
明
書
発
行
な
ど
の

情
報
開
示
を
行
っ
て
い
ま
す
。

情
報
開
示
の
申
請
書
に
は
、
申
請

人
の
氏
名
、
住
所
、
生
年
月
日
な
ど

の
記
載
と
押
印
（
イ
ン
ク
ス
タ
ン
パ

ー
方
式
の
印
鑑
は
除
く
）
が
必
要
で

す
が
、
記
載
事
項
な
ど
に
疑
義
が
あ

る
場
合
は
、
必
要
に
応
じ
て
申
請
人

の
本
人
確
認
を
行
っ
て
い
ま
す
。

国
で
は
現
在
、
申
請
人
の
本
人
確

認
の
厳
格
化
を
徹
底
す
る
た
め
法
令

改
正
の
検
討
を
し
て
い
ま
す
。
市
で

も
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
今
後
い
っ
そ

う
適
正
な
情
報
開
示
に
努
め
て
い
き

ま
す
。

（
市
民
生
活
課
・
税
務
課
）

●
建
設
中
の
（
仮
称
）
水
取
大
橋
付

近
か
ら
市
道
多
賀
竹
原
松
ヶ
崎
線
、

市
道
山
手
小
松
原
線
に
か
け
て
の
街

路
樹
で
す
が
、
す
ぐ
に
落
葉
す
る
た

め
別
の
木
に
植
え
替
え
て
も
ら
え
ま

せ
ん
か
。

▼
道
路
の
清
掃
に
ご
協
力
い
た
だ
き

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
ご
指
摘

の
街
路
樹
は
、
モ
ク
レ
ン
科
の
「
タ

イ
サ
ン
ボ
ク
」
と
呼
ば
れ
る
常
緑
広

葉
樹
で
す
。
一
般
的
に
は
落
葉
が
な

く
、
街
路
樹
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
か

ら
選
定
し
て
い
ま
す
が
、
強
風
や
植

生
の
関
係
で
下
葉
が
枯
れ
落
ち
る
こ

と
が
あ
る
よ
う
で
す
。

今
の
と
こ
ろ
樹
種
の
変
更
は
考
え

て
い
ま
せ
ん
が
、
今
後
は
枯
れ
葉
や

生
育
の
悪
い
枝
の
せ
ん
て
い
な
ど
に

十
分
心
が
け
て
い
き
ま
す
。

（
道
路
河
川
課
）

〜
お
願
い
〜

個
別
に
対
応
で
き
る
ケ
ー
ス
で
は
、

確
か
な
お
答
え
を
し
た
い
の
で
記
名
を

お
願
い
し
ま
す
。

「法律相談」こんなときどうする？

【Ｑ】夫と結婚して５年になりますが、
けんかが絶えないので離婚を考え
ています。子どもの親権や今後の
生活について教えてください。
【Ａ】笊親権…原則として母親が取

得。経済力よりも養育環境を重視

します　笆養育費…子ども１人

につき月額２～５万円を請求で

きます。父親の年収に比例します

笳生活費…離婚後は他人になる

ので生活費の請求はできません

笘慰謝料…離婚の原因となった証拠があれば認めら

れます。肉体的暴力や不倫の場合300～400万円です

笙財産分与…結婚後に取得した夫婦の共有財産はす

べて半分に分けます。不動産は、現実に居住する者

の単独所有名義とするかわりに、その者にローンを

負担させることが多いです　笞年金分割…平成19年

４月以降の離婚については、厚生年金の分割取得が

認められる場合があります　笵連帯保証…離婚して

も連帯保証人から外れることはできません。代わり

の保証人を立てることが必要です

■問い合わせ 同法律事務所　蕁53・2018へ　

小浜ひまわり基金

法律事務所弁護士

大伴 孝一 さん

「食育・食文化の祭り」

料
を
払
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。
下
水
道
使
用
料
は
、
汚
れ
た
水
を
き

れ
い
に
す
る
た
め
の
処
理
費
や
下
水
管
の

維
持
補
修
費
に
あ
て
ら
れ
ま
す
。

低
利
な
融
資
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

公
共
下
水
道
区
域
内
で
、
く
み
取
り
便

所
な
ど
か
ら
水
洗
便
所
に
改
造
す
る
場

合
、「
ア
メ
ニ
テ
ィ
（
水
洗
便
所
改
造
）

資
金
貸
付
制
度
」
に
よ
る
低
利
の
融
資
を

行
っ
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

【
融
資
限
度
額
】
一
五
〇
万
円
（
供
用
開

始
か
ら
三
年
以
上
経
過
し
て
い
る
区
域

は
一
〇
〇
万
円
）

【
貸
付
利
率
】
年
一
・
一
％
（
連
帯
保
証

人
を
付
け
た
場
合
）

【
償
還
期
間
】
五
年
以
内

■
問
い
合
わ
せ

上
下
水
道
課
　
蕁
内
線
２
３
５
へ

快
適
な
暮
ら
し
は

「
下
水
道
」
か
ら

下
水
道
の
整
備
を
進
め
て
い
ま
す

八
月
一
日
か
ら
「
遠
敷
六
、
七
、
九
、

十
丁
目
区
、
木
崎
区
、
多
田
区
、
和
久
里

区
、
生
守
区
の
各
一
部
」
が
供
用
開
始
と

な
り
ま
す
（
区
域
は
下
図
の
と
お
り
）。

今
後
も
整
備
を
進
め
て
い
き
ま
す
が
、

供
用
開
始
に
な
る
と
台
所
や
浴
室
な
ど
の

雑
排
水
は
一
年
以
内
に
、
ト
イ
レ
は
三
年

以
内
に
下
水
道
に
接
続
し
て
い
た
だ
か
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

川
や
海
を
き
れ
い
に
す
る
た
め
に
、
ま

た
、
清
潔
で
快
適
な
暮
ら
し
の
た
め
に
、

一
日
で
も
早
く
排
水
設
備
工
事
を
お
願
い

し
ま
す
。

な
お
、
工
事
は
専
門
的
な
知
識
と
技
術

を
持
っ
た
「
指
定
工
事
店
」
で
な
い
と
で

き
ま
せ
ん
の
で
、
必
ず
指
定
の
工
事
店
で

お
願
い
し
ま
す
。

公
共
下
水
道
使
用
料

排
水
設
備
工
事
が
完
了
し
、
公
共
下
水

道
の
使
用
を
開
始
す
る
と
、
下
水
道
使
用

８月１日から供用開始となる区域

南川

JR小浜線

生守区
多田区

和久里区

遠敷

国道27号


